
 
 

1 

 

神奈川県社会福祉協議会 保育士修学資金貸付事業実施要綱 

 

第１ 目的 

 この事業は、保育士資格の新規取得者の確保、保育士の離職防止を図るため、指定保育士

養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金を貸付け、修学を容易

にすることにより、質の高い保育士の養成確保を図ることを目的とする。 

 

第２ 事業の実施主体 

 本事業は、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）が行うもの

とする。 

 

第３ 用語の定義 

１  この要綱において、「保育士」及び「保育士業務」とは、児童福祉法（昭和 22年法律

164 号）第 18条の４に規定するものをいう。 

２  この要綱において、「養成施設」とは、児童福祉法第 18条の６に基づき都道府県知事

の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいう。 

３  この要綱において、「保育所等」とは、別表１に掲げる施設をいう。また、神奈川県

内の保育所等における保育士業務について、以下、「返還免除対象業務」という。 

 なお、養成施設卒業後、国立児童自立支援施設等（国立高度専門医療研修センター又

は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって児童福祉法（昭和 22年法律

第 164 号）第 27 条第２項の委託を受けた施設、医療型障害児入所施設「整肢療護園」、

「むらさき愛育園」及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置

する施設を含む。）において業務に従事する場合は、返還免除対象業務に従事した場合

と同様に取り扱うものとする。 

４  この要綱において、「中高年離職者」とは、養成施設の入学時において 45歳以上の者

であって、離職して２年以内の者をいう。 

 

第４ 貸付対象者 

１  保育士修学資金を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならな

い。 

（１）養成施設に在学する者であって、神奈川県内（横浜市・川崎市を除く）に在住、ま

たは、神奈川県内（横浜市・川崎市を含む）に所在する養成施設に在学していること。 

（２）（１）の養成施設を卒業後、保育士として５年間（中高年離職者にあっては３年）、

引き続き神奈川県内（横浜市・川崎市含む）の保育所等で返還免除対象業務に従事し

ようとする意思を有すること。 

（３）学業優秀であること。 

（４）家庭の経済状況等から、真に本修学資金の貸付けが必要と認められる者。 

ただし、第６の１の（３）に規定する生活費の加算については、次のいずれかに該当

する者に限る。 
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ア  貸付申請時に生活保護法（昭和 25年法律第 144 号）第６条第１項に規定する被保

護者の存ずる世帯（以下「生活保護受給世帯」という。）の者 

イ  アに準ずる経済状況にある者として、貸付申請日の属する年度又は前年度におい

て、次のいずれかの措置を受けた者 

（ア） 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 295 条第１項に基づく市町村民税の非課

税措置 

（イ） 地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減免 

（ウ） 国民年金法（昭和 34年法律第 141 号）第 89 条又は第 90条に基づく国民年金の

掛金の減免 

（エ） 国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 77 条に基づく保険料の減免又は

徴収の猶予 

（５）他の都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体から同種の修学資金を借り受

けていないこと。 

２  貸付対象者については、入学年度以降に貸付を希望する者も対象とすることができ

る。 

３  他の都道府県等から重複して貸付を受けることはできない。また、生活福祉資金貸付

事業のほか、国や地方公共団体等が行う他制度により貸付や補助等を受ける場合、貸付

を受けられない場合がある。 

 

第５ 貸付期間 

１  養成施設に在学する期間とし、貸付期間は２年間を限度とする。 

 なお、貸付期間は継続した２年間とし、修学期間が２年以上ある場合は、卒業年次を

含めた２年間を貸付期間の上限とする。 

２  病気等の真にやむを得ないと県社協の長が認める事由により留年した期間中におい

ては、この間の資金交付はしないが、貸付期間のうちに含めることができるものとする。 

 なお、この場合、貸付対象者は留年期間について休学等届（様式７）にて届け出るも

のとする。 

 

第６ 貸付金額等 

１  貸付額は、以下のとおりとする。 

（１）修学資金（学費相当）   

貸付額は月額５０，０００円以内の貸付対象者が希望する額とする。 

 また、修学資金は、養成施設に支払う授業料、実習費及び教材費等の納付金のほ

か参考図書、学用品、交通費等（生活費加算に係る貸付額については、在学中の生

活費を含む。）に充当するための貸し付けとする。 

（２）就職準備金（卒業時） ２００，０００円以内 

    ただし、（１）の貸付を受ける者に対しての加算に限る。また、その申請につ

いては（１）の貸付申請と同時とする。 

（３）生活費加算  別表２のとおりとする。 
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ただし、生活費加算分のみを貸し付けることはできない。 

なお、貸付申請時における年齢及び居住地の額を加算額とし、加齢及び居住地の

変更にともなう金額の見直しは行わない。 

また、年齢及び居住地が同一の者に係る加算額は、同一年度において同額とする。 

（４）第４の１の対象者であって月額の貸付（修学資金）を受けていない者に対しては、   

最終学年の開始時（４年生の場合は４年生開始時、２年生の場合は２年生開始時） 

に、就職準備金のみ貸付けを行うことができるものとし、その場合の貸付金額は、 

２００，０００円以内とする。 

   この場合において就職準備金のみの貸付対象者であっても、本要綱上の貸付対 

  象者と同様の取り扱うものとする。 

２  貸付金は無利子とする。 

 

第７ 貸付の申請 

 本事業による貸付けを受けようとする者は、在学する養成施設の長の推薦を受けて申請

するものとする。 

 

第８ 貸付対象者の選定及び決定 

１ 県社協の長は、資金の貸付申請があったときは、この審査を行い、貸付けの可否を決定

し、結果を申請者に通知するものとする。 

  なお、審査にあたって次の点に留意する。 

（１）貸付対象者の選定にあたっては、養成施設からの推薦状等をもとに公正かつ適切に

行う。 

（２）中高年離職者については、離職証明等により離職状況を確認する。 

（３）生活費加算の貸付対象者については、次により選定を行うものとする。 

ア 福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書（様式生３）により、家庭の経済

状況を確認するとともに、必要に応じ福祉事務所長等に内容確認等をおこなう。  

イ 生活費加算の貸付にあたっては、貸付が当該世帯の自立助長につながること、ま

た、入学後は世帯分離する旨について、福祉事務所長からの意見書（様式生４）に

より確認する。  

ウ 生活保護受給世帯に準ずる経済状況の世帯員である場合は、貸付申請日の属す

る年度又は前年度における次のいずれかの書類にて状況の確認をするものとする。  

①市町村民税非課税または減免証明書 

 ②国民年金減免証明書  

③国民健康保険料減免等証明書  

④その他、生活保護受給世帯に準じることが確認できる書類 

なお、生活保護受給世帯の者については貸付決定後、保育士修学資金生活費加算にか

かる世帯状況確認書（様式生５）にて生活保護支給が廃止されていることを確認する。 

     また、貸付年度当初より生活費加算を併せて受けようとするものは、その該当年度の 

  2 月前までに保育士修学資金（生活費加算）貸付申請書（様式生１）、上記ア～ウの貸 
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付申請に必要な書類及び養成施設合格通知（又は入学許可証）を県社協の長に直接提出

するものとする。  

２ 本事業による貸付けは、県社協の長と貸付対象者との契約により行うものとする。 

 

第９ 貸付の方法 

１  修学資金の交付は銀行口座振込によることとし、貸付対象者が養成施設に在学して

いることを確認した後、貸付対象者の口座に直接振込むこととする。 

２  県社協の長は、当該貸付決定に係る修学資金を四半期ごとに３月分交付する。ただし、

特別の理由があるときは、さらに３月分を限度として合わせて交付することができる

ものとする。 

３  生活費加算を受ける場合は、生活加算分のみ毎月 20日（金融機関が休業日にあたる

場合は、直前の営業日）に交付するものとする。 

また、生活保護受給世帯に準ずる世帯員が生活費加算を受ける場合は、毎年度、その

世帯の経済状況について県社協の長に報告するものとし、県社協の長はこれを確認し

たうえで交付するものとする。 

４  修学期間中に休学又は停学等の処分を受けた場合は交付を休止するものとし、再度

復学となったときから交付するものとする。なお、第６の１（２）の就職準備金につい

ては、休学、停学の事由等による貸付の休止をおこなった場合、あらためて交付時期等

を確認することとする。 

５ 第４の３における他制度と本事業の併用が認められた場合にあって、貸付期間及び

貸付金額などに変更が生じた際は、貸付を受けようとする者の申請をもって貸付期間

及び貸付金額変更の審査を行う。 

６ 貸付期間及び貸付金額に変更が生じた場合であって、すでに他制度と重複して借受

けた金額については返還義務が発生する。その返還方法は、次回以降の貸付送金額より

控除することで返還金に充当することも可能とする。 

７ 申し出なく他制度と本事業を併用した場合については、貸付金の一括返還を求める

こととする。 

 

第１０ 保証人 

１ 修学資金等の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならないが、修学

資金等の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、保証人は法定代理人

でなければならない。 

 ただし、貸付を受けようとする者が児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療

施設若しくは児童自立生活援助事業所に入所している児童又は里親若しくはファミリ

ーホームに委託中の児童であって、法定代理人を保証人として立てられないやむを得

ない事情がある場合、児童養護施設等の施設長（里親委託児童の場合は児童相談所長）

の意見書等により、貸付を行うことで申請者の修業環境の確保が図られる場合には、保

証人は法定代理人以外の者でも差し支えない。 

２ 保証人は、修学資金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
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（以下、「連帯保証人」という。） 

３ 連帯保証人については、日本国内に居住する貸付申請時に 20 歳以上で、原則として

65 歳未満の独立の生計を営む等、安定した収入がある者で、外国籍の場合は、在留資

格が永住者であることとする。 

４ 申請者が生活保護受給世帯及びそれに準ずる世帯の者であるとき、連帯保証人は返

還の資力があり、申請者とは別生計を営む者を立てることとし、申請者が未成年の場合

は、法定代理人以外の者を連帯保証人として立てるものとする。 

５ 連帯保証人は、貸付申請時に住民票（３か月以内に発行のもの）を県社協の長に提出

するものとする。また、貸付決定後、保育士修学資金借用証書（様式４）の提出時に印

鑑登録証明書（３か月以内に発行のもの）を県社協の長に提出するものとする。 

なお、生活費加算の申請をする場合は、連帯保証人の収入状況等がわかる書類もあわ

せて提出することとする。 

６ 貸付が決定し、契約締結をした後、連帯保証人を追加・変更しようとするときは、  

貸付けを受けた者（以下、「借受者」という。）が県社協の長に連帯保証人変更・追加申

請書（様式２０）にて変更申請を行い、承認を受けなければならない。 

 

第１１ 貸付契約の解除及び貸付けの休止 

１  県社協の長は、借受者が次に掲げる事由により貸付けの目的を達成する見込みがな

くなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。 

（１）退学したとき 

（２）心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

（３）学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

（４）死亡したとき 

（５）その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

２  県社協の長は、借受者が修学資金等の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき

は、その契約を解除する。 

３  借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由が生じた日の属する月の

翌月から当該事由が解消した日の属する月の分まで修学資金等の貸付けを行わないも

のとする。 

 

第１２ 返還債務の当然免除 

１  県社協の長は、借受者等が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金等の返

還の債務を免除するものとする。 

（１）養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録を行い、神奈川県内（横浜市・川

崎市含む）で返還免除対象業務に従事し、かつ、５年間（中高年離職者が当該業務に

従事した場合にあっては、３年間）引き続き返還免除対象業務に従事したとき。 

（２）返還免除対象業務に従事している期間中に、借受者が業務上の事由により死亡し、

又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

２  返還免除対象期間の計算については次に掲げる方法によるものとする。 



  
 

6 

 

（１）５年在職期間が通算 1,825 日以上であり、かつ、業務に従事した期間が 900 日

以上 

（２）３年在職期間が通算 1,095 日以上であり、かつ、業務に従事した期間が 540 日

以上 

３  保育士登録を行った者が神奈川県内の保育所等に採用されたが、返還免除対象業務

以外の業務に配属された場合については、県社協の長が借受者の申請に基づき返還免

除対象業務に従事する意思があると認めた場合、要綱第１２の１の（１）の「卒業した

日から１年以内」を「卒業した日から２年以内」と読み替えるものとする。 

４  法人における人事異動等により、借受者の意思によらず、県外において業務に従事し

た期間については、返還免除対象期間に算入する。 

５  返還免除対象業務に従事後、次のいずれかの事由により返還免除対象業務に従事で

きない期間が生じた場合は、返還免除対象期間には参入しないものとするが、引き続き、

返還免除対象業務に従事しているものとして取り扱う。  

（１）災害、疾病、負傷による休暇、休業又は退職（返還免除対象業務に復職又は再就

業する意思がある場合に限る。） 

（２）出産、育児、介護による休暇、休業又は退職（返還免除対象業務に復職又は再  

就業する意思がある場合に限る。） 

（３）その他やむを得ない事由 

６ （１）上の１の（１）による免除を受けようとする者は、県社協の長に返還猶予期間

終了後の２月以内に保育士修学資金返還免除申請書（様式 15）に業務従事期間証明書

（様式 13）を添付し、申請するものとする。 

（２）上の１の（２）による免除を受けようとする者は、県社協の長に当該事由が発

生してから２月以内に保育士修学資金返還免除申請書（様式 15）に、死亡の場合は死

亡届（様式 18）および死亡診断書、心身の故障の場合は診断書（様式 17）等の書類を

添付し、申請するものとする。 

 

第１３ 返還債務の裁量免除 

１  県社協の長は、借受者が次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付けた修学資金

（既に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内におい

て免除できるものとする。 

(１)  借受者が死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金等を返還することがで

きなくなったとき 

返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部 

(２)  借受者が長期間所在不明となっている場合等修学資金等を返還させることが困難

であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から

５年以上経過したとき 

返還の債務の額の全部又は一部 
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(３)  神奈川県内（横浜市・川崎市含む）において、借受者が２年以上返還免除対象業

務に従事したとき 

返還の債務の額の一部 

２  上の（１）及び（２）の返還債務の裁量免除は、相続人又は連帯保証人へ請求を行っ

てもなお、返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用すること

とする。 

 また、（２）による免除を行う場合は、県等の承認を受けることとする。 

３  返還債務の裁量免除の額は、県内において返還免除対象業務に従事した期間を、本事

業による貸付を受けた期間（この期間が２年に満たないときは２年とする。）の２分の

５（中高年離職者等については２分の３）に相当する期間で除して得た数値（この数値

が１を超えるときは１とする）を返還の債務の額に乗じて得た額とする。 

４  返還債務の免除を受けようとする者は、県社協会長に返還猶予期間終了の２月以内

に、修学資金返還免除申請書（様式１５）及び業務従事期間証明書（様式１３）等必要

な書類を添付して提出しなければならない。 

５  複数の保育所等に従事した場合は、それぞれにおける業務従事期間について業務従

事期間証明書（様式１３）を提出しなければならない。なお、転職のために従事できな

かった期間がある場合、返還免除対象期間には算入しないものとするが、２月以内まで

は引き続き返還免除対象業務に従事しているものとして取り扱う。 

 

第１４ 返還債務の履行猶予 

１  当然猶予 

県社協の長は、修学資金の借受者が修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き

当該養成施設等に在学している期間は、借受者の申請により、修学資金の返還の債務の

履行を猶予するものとする。 

２  裁量猶予 

   県社協の長は、修学資金の借受者が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲

げる事由が継続している期間、借受者の申請により、履行期限の到来していない修学資

金等の返還の債務の履行を猶予できるものとする。 

（１） 養成施設卒業後１年以内に返還免除対象業務に従事するために就職活動をしてい

るとき 

（２） 神奈川県内（横浜市・川崎市含む）において借受者が返還免除対象業務に従事して

いるとき 

（３） 神奈川県内（横浜市・川崎市含む）の保育所等に採用された借受者が要綱第１２の

３に該当するとき 

（４） 借受者が災害、疾病、負傷、出産、育児、介護により休暇、休業又は退職となった

とき（返還免除対象業務に復職又は再就業する意思がある場合に限る。） 

（５） その他やむを得ない事由があるとき 

３  上の１及び２により返還債務の履行猶予を受けようとする者は、猶予が必要となる

事由が発生した日から２月以内に、県社協の長に修学資金返還猶予申請書（様式１０）
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と関係書類を添付して提出しなければならない。 

４  上の２の（４）及び（５）により返還債務の履行猶予を受けようとする者は、猶予が

必要となる事由ならびに猶予期間の根拠のわかる書類を申請書に添付して提出しなけ

ればならない。 

（１） 災害については罹災証明書 

（２） 疾病、負傷については医師による診断書（様式１７） 

（３） 出産・育児については母子手帳の写し等 

（４） 介護については介護保険証の写し等 

（５） その他、やむを得ない事由がわかる書類 

５  上の２の（４）における「退職となったとき」の「返還免除対象業務に復職又は再就

業する意思がある場合に限る」については、退職から復職又は再就業までの期間を原則

１年とし、復職又は再就業までの期間が予測できない場合については、猶予を認めない

ものとする。 

 

第１５ 返還 

１  修学資金等の借受者が、次の各号の一に該当する場合（災害、疾病、負傷、その他や

むを得ない事由がある場合を除く。）には、当該各号に規定する事由が生じた日の属す

る月の翌月から県社協の長の定める期間（返還債務の履行が猶予されたときは、この期

間と当該猶予された期間を合算した期間とする。）内に、貸付けを受けた修学資金等を

返還しなければならない。 

（１） 貸付契約が解除されたとき。 

（２） 養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録をしなかったとき。 

（３） 借受者が神奈川県内（横浜市・川崎市含む）において返還免除対象業務に従事しな

かったとき。 

（４） 借受者が神奈川県内（横浜市・川崎市含む）において返還免除対象業務に従事する

意思がなくなったとき。 

（５） 借受者が業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなく

なったとき。 

２  修学資金の返還をしなければならなくなった者は、すみやかに修学資金返還明細書

（様式１６）を県社協の長に提出しなければならない。 

３  返還方法は、原則として、月賦による均等払方式によるものとする。ただし、いつで

も繰上返還することができる。 

４  債務の返還を履行する場合は、貸付期間の２倍以内の期間に、原則として、県社協の

長が指定する口座に振り込むこととする。 

ただし、生活費加算を借り受けた者は、返還期限を８年以内とする。 

なお、上による返還期限内において借受者が修学資金返還明細書（様式１６）によっ

て返還回数及び返還期間を申し出た場合は、借受者が申し出た返還期間の最終月末日を

返還期限とする。 

  



  
 

9 

 

５  最終学年時に就職準備金のみを借り入れている者が、返還をしなければならなくな

った場合は、原則として、一括払い又は月賦による均等払方式とし、返還期間は 10月

以内とする。 

なお、この場合の返還方法は、保育士修学資金貸付申請書（様式１）において申告す

るものとし、返還となった場合は、原則としてこの返還方法により返還する。また、こ

れにより申し出た返還期間が 10 月に満たない場合は、借受者が申し出た返還期間の最

終月末日を返還期限とする。 

 

第１６ 延滞利子 

県社協の長は、借受者が正当な理由なく修学資金を返還しなければならない日までにこ

れを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応

じ、返還すべき額につき年３パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。 

なお、令和２年４月１日以降貸付決定者より適用し、令和２年３月３１日以前に貸付を受

けた者については従前の年５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。 

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費として、これを徴収する

のに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調

定しないことができる。 

 

第１７ 借受者等の責務 

１  借受者は、養成施設を卒業した後、１月以内に次にあげる書類を県社協の長に提出し

なければならない。 

（１）卒業証明書の写し 

（２）保育士修学資金等（借受内容）確認書（様式９） 

（３）保育士登録届（様式８） 

（４）保育士証の写し（期日までに整わない場合は、保育士登録済通知書の写しを先に提

出し、保育士証の写しを後日送付することとする） 

また、卒業後、返還免除対象業務への従事等により返還猶予を申請する場合は、上

記の（１）から（４）に加えて、修学資金返還猶予申請書及び業務従事届等、必要な

書類を添えて申請することとする。 

２  借受者は次の場合に必要書類の提出をもって県社協の長に届け出なければならない。 

（１） 貸付決定となった修学資金を辞退するとき 辞退届（様式６）  

（２） 在学中の休学・停学・留年・退学及び復学・転学をしたとき 休学等届（様式７） 

（３） 返還猶予期間中の業務従事先及び従事業務等の変更したとき及び従事先を休職・

退職したとき 新たな従事先からは業務従事届（様式 11）、休職・退職した従事先か

らは業務従事期間証明書（様式 13） 

（４） 借受者・連帯保証人の住所・氏名等の変更があったとき 住所・氏名等変更届（様

式１４） 

（５） 借受者・連帯保証人が死亡したとき 死亡届（様式１８） 
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３  返還猶予期間中等の借受者に対する状況確認は毎年実施するものとし、借受者がこ  

の調査を受けた場合は、速やかに県社協の長に状況報告を行うものとする 借受者状

況確認書（様式１２）。 

 

第１８ 保存すべき書類 

 県社協の長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次に掲げる書類を備

え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。 

１  備え付け又は保存すべき書類 

（１）保育士修学資金貸付申請書 

（２）保育士修学資金返還猶予申請書 

（３）保育士修学資金返還免除申請書 

（４）各種変更届・申請書 

（５）貸付決定（不承認）通知書（写） 

（６）保育士修学資金借用証書 

（７）貸付台帳（各種システム帳票を含む） 

（８）貸付金返還猶予承認（不承認）通知書（写） 

（９）貸付金返還免除承認（不承認）通知書（写） 

（10）収支予算書、収支補正予算書、決算報告書 

（11）事業計画書、事業報告書 

（12）経理状況報告書 

（13）貸付金返還金受払簿(写) 

（14）返還免除状況表 

（15）貸付金返還状況表 

（16）発受信文書 

（17）その他県社協の長が必要と認める書類 

２  書類の保存期間 

   県社協においては、上の１に掲げた書類について、以下の基準に従い保存しなければ

ならない。 

（１）永久保存 

予算書、決算書、事業計画書、事業報告書 

（２）事業終了後 10 年間 

    経理状況報告書、貸付金返還金受払簿、貸付台帳等の経理処理に関する書類 

（３）返還完了もしくは返還免除後５年間 

    借受者別に作成される各種申請書・通知書等 

 

第１９ 会計経理 

１  本事業の実施に当たっては、「社会福祉法人会計基準」（平成 28年厚生労働省令第 79

号）に基づき、サービス区分において明確に区分を設け経理する。 

 ２ この事業を実施している間において、貸付金の運用によって生じた運用益及び当該
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年度の前年度に発生した返還金は、前項に規定する当該事業の会計区分に繰り入れる

ものとする。 

 ３ この事業を廃止した場合、その時点において県社協が保有する補助金の残額及びそ

の年度以降毎年度その年度において返還された修学資金等に相当する金額を県に返還

するものとする。 

 

第２０ 県への報告等 

 １ 県社協は、本事業を実施するにあたり貸付計画を作成し、県の承認を受けるものとす

る。 

また、当該計画を変更する場合においても、県の承諾を受けるものとする。 

２ 県社協は、毎年度 10月に、前年度 10月から３月までの貸付実績と、当該年度４月か

ら 9月までの貸付実績について、県知事に報告するものとする。 

 ３ 県社協は、毎年度終了後、当該年度における貸付件数、貸付額、返還額等の実績を記

載した保育士修学資金貸付事業実績報告書（第２号様式）を作成し、県知事に報告する

ものとする。 

 

第２１ 資金の管理等 

１  県社協の長は、資金を貸付事業の目的以外に使用してはならない。 

２  未貸付金は銀行への預金若しくは貯金等、元本が確実に保証される方法により保管

する（円滑な貸付に支障が生じない範囲の額に限る。）ものとする。 

 

第２２ その他 

 この要綱に定めるほか、事業の実施に必要な事項については別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成２８年１０月２７日より施行し、平成２８年４月入学生より適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年２月２８日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月１０日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年６月１６日より施行し、令和２年４月１日より適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月２５日より施行し、令和２年４月１日より適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和５年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月 22日から施行し、令和７年４月１日より適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 

 

別表１（要綱第３の３関係） 

１ 児童福祉法第第６条の２の２第２項に規定する「児童発達支援センターその他の厚

生労働省令で定める施設」、同条第４項に規定する、「児童発達支援センターその他

の厚生労働省令で定める施設」、第７条に規定する「児童福祉施設（保育所を含む）」、

同法第１２条の４に規定する「児童を一時保護する施設」 

２ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲

げるもの 

ア） 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

イ） 次の（３）に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

３ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18 年法律第 77 号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

４ 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する事業であって、同法第

３４条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による

認可を受けたもの 

５ 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、同法第３４

条の１８第１項の規定による届出を行ったもの 

６ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する「放課後児童健全育成事業」であって、同

法第３４条の８第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項による届出

を行ったもの 

７ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第３４

条の１２第１項の規定による届出を行ったもの 

８ 児童福祉法第６条の３第 23 項に規定する「乳児等通園支援事業」であって、同法

第 34 条の 15 条第 1 項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定によ

り認可を受けたもの 

９ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条第１項第４号に規定す

る離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

１０ 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は第３９条第１

項に規定する業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２項、第３５条

第４項の認可又は認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（認
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可外保育施設）のうち、次に掲げるもの 

ア） 法５９条の２の規定により届出をした施設 

イ） ア）に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設で

あって、当該届出をした施設 

ウ） 雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１１６条に定める事業所

内保育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設 

エ） 「看護職員確保対策事業等の実施について（平成２２年３月２４日医政発

0324 第２１号）」に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設  

       

オ） 国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第６条の３第９項から第１２

項までに規定する業務又は法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設 

カ） 企業主導型保育事業 

 

別表２（要綱第６の１の（３）関係） 

 １級地―１ １級地―２ ２級地―１ ３級地－１ 

19 歳以下 46,000  45,000  43,000  41,000  

20 歳~40 歳 46,000  45,000  43,000  41,000  

41 歳~59 歳 46,000  45,000  43,000  41,000  

１級地―１：横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、三浦郡葉山町 

１級地―２：横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市 

２級地―１：伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、高座郡寒川町、中郡大磯町・二宮町、足柄上郡大井

町・松田町・開成町、足柄下郡箱根町・真鶴町・湯河原町 

３級地―１：足柄上郡中井町・山北町、愛甲郡愛川町、清川村 

 


